
足利市障害者移動支援事業実施要綱 

 

 （目的） 

第 1 条 足利市障害者移動支援事業（以下「事業」という。）は、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号、以下「法」という。）第７７条「地域生活支援事業」に基づき、屋外

での移動に困難がある障害者・児（以下「障害者等」という。）について、

外出のための支援を行うことにより、障害者等が地域での自立生活及び社会

参加を促すことを目的とする。 

 （実施主体） 

第 2 条 本事業の実施主体は、足利市とする。 

２ 市長は、本事業の全部又は一部を法第２９条に規定する事業の届出をした

指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設等適切な事業運営を行

なうことができると認められる社会福祉法人等（以下「事業者」という。）

に委託することができる。 

 （対象者） 

第３条 本事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する障害者であって、

社会生活上必要不可欠な外出時若しくは余暇活動等社会参加のための外出時

に支援が必要と市長が認めた者（以下「利用者」という。）とする。 

（１）身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定

により身体障害者手帳の交付を受けている者（ただし、視覚障害者及び

視覚障害児は除く。） 

（２）療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事

務次官通知）に基づく療育手帳の交付を受けている者 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者 

（４）治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定め

るものによる障害の程度が厚生労働省が定める程度である者 

（５）前各号に掲げる者のほか、特に支援の必要があると市長が認めた者 

（事業の内容） 

第４条 本事業は、利用者の外出において個別（利用者 1 名に対し支援員が 1

名で行なうもの。）の移動支援のみとし、グループ単位での移動支援、車両

輸送による移動支援は対象としない。 

２ 事業の対象時間は原則として１日の範囲内で用務を終えるものに限る。そ

のうち法第１９条第１項に規定する介護給付費等が給付される時間は対象と

しない。 



３ 事業者は、事業が適切に実施できるよう移動介護従事者としての豊富な経

験を有した支援員を配置するものとする。 

 （利用の申請） 

第５条 本事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、別に定

める足利市地域生活支援事業利用申請書を市長に提出するものとする。 

（利用の承認決定等） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の

可否を決定し、別に定める足利市地域生活支援事業利用決定通知書（以下

「決定通知書」という。）又は足利市地域生活支援事業却下（取消）決定通

知書により申請者に通知するとともに、決定した障害者等を移動支援事業利

用登録者名簿に登載するものとする。 

 （利用登録の有効期限及び更新申請） 

第７条 前条の規定による利用決定の期間は、当該利用決定の日から原則１年

以内とする。 

２ 利用者が、利用決定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、利用

決定期間満了日までの１月以内に第５条に規定する申請を行わなければなら

ない。 

 （利用の変更及び廃止） 

第８条 利用者（保護者）は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当すると

きは、別に定める足利市地域生活支援事業変更（廃止）申請書により、速や

かに市長に届け出なければならない。 

（１）利用者の住所等を変更した場合 

（２）利用者の心身の状況に大きな変化があった場合 

（３）利用の中止をする場合 

 （利用の取り消し） 

第９条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第６条の規

定による利用決定を取り消すことができる。 

（１）本事業の対象者でなくなった場合 

（２）不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合 

（３）その他市長が利用を不適当と認めた場合 

 （利用の方法） 

第１０条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者

に提示し、事業者に直接依頼するものとする。 

２ 利用者は、本事業を利用したときは、別に定める足利市地域生活支援事業

利用台帳兼負担金報告書を事業者に提示し、利用時間等の確認をする。 

 （利用料） 

第１１条 利用者は、利用料として別表に定める額の１００分の１０を事業者



に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場等を使用したときは、

利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。 

（利用料の減免） 

第１２条 市長は、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者（利用者が 18

歳以上の場合にはその配偶者に限る。）が、事業の利用があった月の属する

年度（利用のあった月が４月から６月までの場合には前年度）分の地方税法

の（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市民税を課されない者である

場合又は利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が、生活保護法（昭和２

５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者若しくは同条第２項

に規定する要保護者である者であって厚生労働省令で定める者である場合に

は、前条の規定する利用料を減免することができる。 

  （委託料） 

第１３条 第２条第２項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に

定める額から第１１条に規定する利用料（前条の規定が適用される場合にあ

っては、減免後の利用料）を差し引いた金額を事業者に対して支払うものと

する。 

２ 事業者は、サービスを提供した月の翌月１０日までに、市長に対し、当該

月に係る委託料を一括して請求するものとする。 

３ 市長は、前項の請求のあった日から３０日以内に内容を確認の上、委託料

を支払うものとする。 

 （遵守事項） 

第１４条 事業者は、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう、事業

所ごとに従事者の勤務体制を定めておかなければならない。 

２ 事業者は、支援員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

３ 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速

やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

４ 事業者は、支援員、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を

整備し、サービスを提供した日から５年間保存しなければならない。 

５ 事業者及び支援員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘

密を他に漏らしてはならない。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 



  附 則 

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年２月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表） 

個別移動支援事業利用料 

＊ 早朝時間帯（午前 6 時から午前 8 時まで）は 25％に相当する額を乗じる。 

＊ 夜間時間帯（午後 6 時から午後 10 時まで）は 25％に相当する額を乗じる。 

＊ 深夜時間帯（午後 10 時から午前 6 時まで）は 50％に相当する額を乗じる。 

 

※「身体介護を伴う場合」の利用者とは、「日常生活において身体介護が必要

な者であって、移動支援のサービス提供時にも当然に身体介護を提供する

ことが想定される利用者」をいう。 

※ 利用時間は 30 分単位とする。それ以外の利用時間であった場合、30 分と

算定するには 20分以上の支援が必要です。 

利用時間 
利  用  料 

（身体介護を伴わない場合） （身体介護を伴う場合） 

 30 分 １，０４０円 ２，５４０円 

 1 時間 １，９５０円 ４，０２０円 

 1 時間 30 分 ２，７３０円 ５，８４０円 

 2 時間 ３，４３０円 ６，６７０円 

 2 時間 30 分 ４，１３０円 ７，５００円 

 3 時間 ４，８３０円 ８，３３０円 

 3 時間 30 分 ５，５３０円 ９，１６０円 

 4 時間 ６，２３０円 ９，９９０円 

 4 時間 30 分 ６，９３０円 １０，８２０円 

 5 時間 ７，６３０円 １１，６５０円 

 5 時間 30 分 ８，３３０円 １２，４８０円 

 6 時間 ９，０３０円 １３，３１０円 

 6 時間 30 分 ９，７３０円 １４，１４０円 

 7 時間 １０，４３０円 １４，９７０円 

 7 時間 30 分 １１，１３０円 １５，８００円 

 8 時間 １１，８３０円 １６，６３０円 

 8 時間 30 分 １２，５３０円 １７，４６０円 

 9 時間 １３，２３０円 １８，２９０円 

 9 時間 30 分 １３，９３０円 １９，１２０円 

10 時間 １４，６３０円 １９，９５０円 

10 時間 30 分 １５，３３０円 ２０，７８０円 

11 時間 １６，０３０円 ２１，６１０円 

11 時間 30 分 １６，７３０円 ２２，４４０円 


